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筆者 のテー マ は、 「笠沙 町 の地域 振興 に お け る宇治 群 島 の活 用 につ い て」 で あ

る。現 在 、宇治 群 島の家 島に は避 難港 が整 備 され てお り、漁 船や 遊漁 船(釣 り客

の瀬渡 船)等 の利 用 が な され てい る。また 、夏 には笠沙 町 の小学 生 に よる1泊2

日のサバ イバル キャ ンプの 実習地 として活 用 され てお り、町の 自然保護 条 例 で も

動 植物(ビ ロー樹 、ハ マ ヒサカ キな ど)の 保護 地 区 として指 定 され てい る。核 処

理 施設 の候 補 地 として の話 が突如 起 った が、この話 は 町民 に よ り直 ちに否 定 され

た こ とも耳 に新 しい。

このテ ーマ の下 での現 地 での調 査項 目と して筆 者 は次 の よ うな内容 を考 えた。

1.ま ず 、現 地の状 況 を筆者 自身 が確 認 す る こ とが必 要 で あ り、 と くに 、港湾 、

地形 、河川 、道 路 、居住 地跡 な どで あ る。

2.次 に、夏 のサバ イバ ル キ ャンプ の追跡 確認 とその効 果 の検討 で あ る。

3.さ らに環境 教 育、 とくに五感 体験 の フ ィー ル ドと して の可能性 の検討 、

4.お よび、 可能 な範 囲で漁 業活 動 の実態 を把 握す る こと、な どで あ る。

以 下、 これ らの項 目に沿 って述 べ よ う。

1.港 湾 の状況 は無人 島 に して は大変 良好 で あ った。ロー プ をつ な ぎ止 め る鉄 の

杭 が21個 設置 され 岸壁 には ク ッシ ョンのた めの タイ ヤ も設 置 され てい た。ただ 、

潮 差 が約2メー トル もあ り、帰 りの干 潮 の際 に は この タイ ヤ に足 をか けて船 に飛

び下 りる状 況 で あった。船 の入港 もかな りある よ うで 、当 日は4隻 の入港 を確認

した。

海岸 は断崖 が多 く、内部 に入れ る上陸地 点 は港 の ある小浦 波止 と少 し南 の片 浦

波 止 の2カ 所 に限 られ てお り、片 浦 の方 は荒砂 の海岸 であ る。どち らもその奥 に

畑 として利 用 可能 な若干 の 平地 が あ り、と くに片浦 には畑 の跡 と見 られ る石垣 が

10カ 所 ほ ど見 られ た。

小浦 には小 さな水 の流 れ が存在 す る。この水 源 は燈台 の 下の谷 で 、岩 の上面 を

伝 わって水 が しみ 出て いた。海岸 付近 の水 量 を、もの を流 して流 速 を計 る簡易 測

定法 で概算 した ところ、3200?/秒 の結 果 を得 た。 また 、小 浦 では港 の南 部 に も

畑 地 の よ うな平地 が あ り、そ こか ら少 量 の水 が落 下 してい たが 、こち らの水量 は

計測 で きなか った。片浦 の方 は平地 上の表 面水 はなか った が海 岸 部 が扇状 地状 に

あ り、伏流 水 が海岸 線 の近 くで4本 に分 かれ て流 出 してい たが 、内2本 はそ の水

量 は わ ず か で あ っ た。 多 い 方 の 内 の1本 の 水 量 を 同 じ方 法 で 計 測 した と こ ろ

120?/秒 だ った ので 、片 浦 の総水 量 は この約2倍 の240?/秒 程 度 と推測 され る。

従 って、 片浦 の水 量 は小 浦 の水量 の10分 の1以 下で あ る と思 われ る。
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　 島内の道 路 は港 か ら避 難小 屋(通 信 小屋)周 辺 の平地 道以 外 は燈台 ま での 階段

道 のみで あ る。た だ、海 岸部 以外 の 内陸部 は比 較 的平坦 で樹 木 も さほ ど蜜 で はな

く下 草 も低 い ところが 多い ので 、道 がな くて も歩 けな くは ない。

　 小浦 には1967年 に建 設 され た建物 の コンク リー ト枠 が残 ってお り、戸 や窓 は

ない が屋根 が あ るので 雨 は しの げ る。 この建物 の 間取 りは8畳 、6畳 、4.5畳

がそれ ぞれ 二 間ずつ 、3畳 が一 間それ に トイ レ、風 呂場 があ り、あ とは 玄関 と通

路で あ る。現状 で はいず れ も使用 不 可能 だが 、大幅 に手 を加 えれ ば再 生 は不可 能

で はない だ ろ う。この建 物 の手前 に も6畳 二 間程度 の コンク リー ト製 の建 物 が あ

り、また、奥 には貯 水 タ ンク と思 われ るコ ンク リー ト製 の ものが2カ 所 にあ った。

2.サ バ イバル キャ ンプ につ い て

　 港 内で は波 は ほ とん どないが浅 くはな い。笠 沙 で泳力 をつ けてか ら臨む の で あ

ろ うか。釣 りは岸壁 で も岩場 で も至 る所 で可能 で あ る。燈 台ま でのハ イ キ ング も

階段 が整備 され て い る。ただ 、小 学生 に は一段 の高 さが か な り高 い ところ もあ る。

キ ャ ンプ 地 は港 の岸 壁 の上 が広 いの で こ こで可 能 で ある。ただ 、炊 事 用 の水 は持

参 した もの を使 う方 が安 心 だ ろ う。トイ レも船 中の もの以外 に簡 易 トイ レを作 る

そ うだが 十分 な もの は望 めない で あろ う。星座観 測 は 当 日は曇天 で あっ たが 、晴

天 で あれ ば絶好 の場 所 と言 え よ う。

　 何 と言 って も無人 島 で あ り、その 日常 と異 な る不 便 な環境 が 、返 って子供 達 を

鍛 え、育 て る場 とな り得 る ことが十分 に考 え られ る。

3.環 境教 育 の場 と しての検 討

　 こ こで は、1)陸 上 の植 生 、2)海 岸 ・磯 の動植 物 の2つ につ い てのみ 検討 す

る。植 生 の実態 につ い て は1953年 の鹿 児 島 大学南 産研 の調 査報 告 をは じめ、既

に幾つ か の報告 が あ り、近年 調査 を行 った県 立博物館 の森 田康夫 氏 も既存 の報 告

以上 の新 しい こ とを見 つ け るの は難 しい 旨の こ とを述べ てい た。燈台 を中心 と し

た比較 的 平坦 な 島の 中央 部 の樹林 の 中 を南 北 に歩 いた筆 者 の感 じで は、モ クタチ

バ ナ 、ハ マ ビワ、タブ ノキ、ハマ ヒサ カ キな どが多 か った。また 、草 原 ではハ チ

ジ ョウス ス キの 中に、リュ ウキュ ウチ クが既存 の報 告以 上 に侵 入 してい る よ うに

感 じた。土壌 は浅い と言 われ てい るが 、落葉 の堆積 はか な りあ り、必 ず しも土 地

が痩せ て い る とは言 えない よ うに思 う。総 じて樹種 が多 様 で ある とは言 えな いが 、

これ が小 さな無 人 島の特 色 なの で もあ り、こ うした特色 を体 験す る場 と して 、環

境 教 育の1つ の貴重 な フ ィール ドと言 え よ う。

　 次 に、海 岸 ・磯 の動植 物 につ いて は干満 の潮 差 が約2メ ー トル と大 き く引 き潮

時 の磯 には海水 プ ール が あち こち に出来 、そ こには小魚 、珊瑚 、貝類 、 ウニ、海

藻 な どの 多様 な生物 が観 察 で きる。 この他 、磯 で は何種 類 の もカニ類(岩 場 、石

の下 、真 水 の ある陸地 で それ ぞれ異 な るカニ を見 た)、 貝類(多 数 の生 きた ホ シ

ダカ ラを見 た)、 ウニ類 な どがお り、大 変豊 か で ある。磯 は環 境教 育 の フ ィー ル

ドとして絶 好 の場 と言 え よ う。

4.漁 業活 動 につ いて

　 こ こで は、1)釣 り等 に よる影 響 、2)漁 船 につ いて 、の2つ につ いてふ れ る。

　 釣 りの浮 子 、釣 り糸等 が海岸 の砂 場 に漂着 してい た。また、漁 業活 動 の網 の1

部 や ロー プ の1部 な どが磯や 砂浜 に打 ち上 げ られ てい た。海岸 部 は決 して きれ い

とは言 えない。
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漁船 につい て は、我 々の上 陸 した1日 に4隻 の入港 が 見 られ た。す なわ ち、宝

水 丸 、第2拓 洋丸 、第5千 代丸 、愛 徳丸 で あ る。 この他 、向 島方 面 に も別 の3隻

を見 た。この地 区 は県下19漁 協 が加入 す る 「宇 治群 島漁 業協 同組合 連合 会 」の

漁 業権 が設 定 され てい るが 、避難 港 の利 用 は これ とは無 関係 で あ ろ う。種 子 島か

らの漁 船 も停 泊 してい た。

報告 の概 要 は以 上で あ るが、実際 の活 用 につい て は、1)サ バイ バル キ ャ ンプ、

2)遊 漁 船 、3)漁 業権設 定 に基 づ く漁 業活 動 、 とい う現状 をふ ま えた上 で、そ

の活用 の拡 大 、発 展 を計 るべ きで あ ろ う。宿 泊施設 の一定 の整備 は、サバ イバル

キ ャ ンプ の一 定 の充 実 と環 境教 育 の フ ィール ドとしての活 用 の促 進 につ なが る

で あろ う。


